
白川町林業センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和８年３月６日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

白川町条例第９号 

 

白川町林業センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

白川町林業センターの設置及び管理に関する条例（平成４年白川町条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（多目的利用） 

第３条 センターは、第１条に定める目的

を基本とするとともに、地域住民の福祉

向上、地域経済の活性化等、地域振興に

寄与する活動に使用することができる。 

 

第３条 削除 

別表（第７条関係） 

【別記１ 参照】 

別表（第７条関係） 

【別記１ 参照】 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



【別記１】 

改 正 後 

使用区分 

時間区分 

林業研修室 
林業展示室 ホール 

全面 半面 

午前 

（8時30分～12時） 
1，200円 600円 600円 600円 

午後 

（13時～17時） 
1，200円 600円 600円 600円 

夜間 

（18時～21時30分） 
1，200円 600円 600円 600円 

全日 

（8時30分～21時30分） 
3，600円 1，800円 1，800円 1，800円 

延長 

（１時間ごと） 
600円 300円 300円 300円 

備考 

１ 延長時間の算定において、１時間未満の端数が生じたときは、１時間に切り上げるもの

とする。 

２ 使用料金は、冷暖房料、消費税及び地方消費税を含むものとする。 

 

改 正 前 

使用区分 

時間区分 
林業研修室 林業展示室 和室 会議室 ホール 

午前 

（8時30分～12時） 
1，200円 600円 600円 600円 600円 

午後 

（13時～17時） 
1，200円 600円 600円 600円 600円 

夜間 

（18時～21時30分） 
1，200円 600円 600円 600円 600円 

全日 

（8時30分～21時30分） 
3，600円 1，800円 1，800円 1，800円 1，800円 

延長 

（１時間ごと） 
600円 300円 300円 300円 300円 

備考 

１ 延長時間の算定において、１時間未満の端数が生じたときは、１時間に切り上げるもの

とする。 

２ 使用料金は、冷暖房料、消費税及び地方消費税を含むものとする。 

 


